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「まんでがんスポーツプロジェクト」コンテンツ作成業務委託契約に係る 

企画提案方式（プロポーザル方式）による公募について(公告) 

 

  次のとおり企画提案方式により受託者を公募します。 

 

１  公募に付する事項 

(1) 委託業務名    「まんでがんスポーツプロジェクト」コンテンツ作成業務 

(2) 委託期間    契約締結日～令和9年3月31日 

(3) 契約限度額     3,800,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

(4) 委託業務の概要  仕様書(別紙１)のとおり 

 

２  応募資格 

次に掲げる要件を満たす者とします。 

  (1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者 

(2) 会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続開始の申立て又は民事再生法

（平成11年法律第225号）による再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、

次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 

① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者 

② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定したものに限る。）を受けた者 

 

３  応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知 

(1) 応募意思表明書（様式１）及び応募資格要件に適合することを証明する書類(以下 

「応募意思表明書等」という。)を下記12に持参、郵送（期間内必着）又は電子メール

（ＰＤＦ形式に限る。）により提出してください。なお、応募意志表明書を提出した後

に辞退する場合は「辞退届（様式任意）」を提出してください。 

（受付期間）令和8年4月20日（月）から令和8年4月30日（木）まで（土・日曜日、祝日

を除く。） 

（受付時間）8：30～12：00、13：00～17：15 

(2) 応募意思表明書等を提出した者全員に対し、5月1日（金） までに応募資格の確認  

結果を郵送又は電子メールで通知します。 

(3) 応募資格要件に適合した者に限り、企画提案書を提出することができます。 

 

４ 説明会 

  本業務についての説明会は、開催しません。 
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５ 失格事由 

提出された企画提案書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があった

ときは失格となります。 

(1) 提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。 

(2) 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募公告で示し

た要件に適合しないとき。 

(3) 提出書類に虚偽又は不正があったとき。 

(4) 提案の見積金額（消費税及び地方消費税を含む額）が１(3)の契約限度額を上回る

とき。 

 

６ 質問の受付及び回答 

応募意志表明書を提出した者で、この公募について質問がある場合は、質問書     

（様式２）を令和8年5月7日（木）12時00分までに、下記12あてに、電子メールで提出

してください。口頭による質問は受け付けません。 

回答は、令和8年5月11日（月）までに応募資格要件に適合する者全員に電子メールに

て回答します。また、下記12の場所において閲覧に供します。 

 

７  企画提案書の提出 

応募資格を満たした者は、次のとおり企画提案書を提出してください。なお、提案は

１応募当たり１案とします。 

(1) 提出書類 

①企画提案書 

・提出部数８部（正本：法人名入り１部、副本：法人名なし７部） 

・副本には商号、商標、業者名等が判別可能な文字・記号等を記載しないこと。 

②見積書 

・提出部数８部（正本：法人名入り１部、副本：法人名なし７部） 

・見積書の正本は、代表者の職・氏名を記載の上、押印又は責任者、担当者の職・

氏名及び連絡先を記載することで押印省略したいずれかの書類を提出すること。 

・副本には商号、商標、業者名等が判別可能な文字・記号等を記載しないこと。 

・見積書のあて先は、「公益財団法人香川県スポーツ協会会長 槙田實」とすること。 

 

(2) 受付期間 

令和8年5月7日(木)から25日(月)まで(土・日を除く。)で、8時30分から12時まで及

び13時から17時15分まで。なお、最終日25日（月）は15時まで。 
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(3) 提出方法 

下記12あてに持参又は郵送（期間内必着）で提出してください。 

 

８ 選定方法 

審査は、「「まんでがんスポーツプロジェクト」コンテンツ作成業務プロポーザル方式

等選定委員会」（以下「選定委員会」という。）において、（別紙２）「「まんでがんスポ

ーツプロジェクト」コンテンツ作成業務プロポーザル方式等選定委員会審査要領」に基

づき、各審査員が評価した合計点を各提案者の得点とし、最も高い応募者を契約予定者

として選定します。なお、得点の最も高い応募者が２者以上いる場合は、選定委員会で

協議のうえ、契約予定者を選定します。 

なお、全ての委員の合計点の５割を基準点として設定し、この点数を満たす企画提案

がないときは、採用者なしとなります。 

 

９ プレゼンテーション 

８の評価に際しては、応募者のプレゼンテーションによる提案内容の説明（プレゼン

テーションの日時や場所等は、後日、応募者に通知します。）を実施します。 

(1) プレゼンテーションは１参加者ごとに20分以内で行い、説明終了後に審査員が質問

します。提案内容の説明は、本事業を実施するときの責任者が行ってください。 

(2) プレゼンテーションでは、企画提案書等の内容と異なる新たな提案はできません。 

(3) 応募多数の場合は、プレゼンテーションに先立ち書類選考を行う場合があります。 

 

10 審査結果の通知 

審査結果については、上記８による選定に参加した提案者全員に書面で通知します。

なお、審査結果に対する異議申し立ては一切受け付けません。また、選定に至った経緯、

理由等の公表は行いません。 

 

11 委託契約の締結 

選定した契約候補者と公益財団法人香川県スポーツ協会（以下、「県スポーツ協会」

という。）が協議し、提案された内容を基本として 委託業務に係る仕様を確定させた 

うえで、契約を締結します。 

  なお、選定した契約候補者と県スポーツ協会との契約が調わなかった場合には、審査

結果の評価が次に高い応募者と協議を行います。 
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12  応募・照会先 

〒760-0004香川県高松市西宝町２丁目６－40 

公益財団法人香川県スポーツ協会  担当者：渡邊 

ＴＥＬ：０８７－８３３－１５８０ 

ＦＡＸ：０８７－８３３－１５８３ 

電子メール：watanabe@kagawasports.onmicrosoft.com 

 

13  スケジュール 

４月２０日（月）  公告開始 

４月３０日（木） 公告終了、応募意思表明書受付締切り 

５月 １日（金） 応募資格要件の確認結果通知 

５月 ７日（木）  質問の受付締切り 

５月１１日（月）  質問への回答及び閲覧 

５月２５日（月）  企画提案書受付締切り 

５月２８日（木）  審査会（ヒアリング、プレゼンテーション実施） 

         ※審査会以降の日程は変わることがあります。 

６月 １日（月）  企画提案書審査結果通知 

６月 ２日（火）  見積書を徴収 

６月 ５日（金）  契約締結 

 

14 その他 

(1) 応募に当たって必要な書類（企画提案書を含む。）は、応募者の負担で作成し、   

提出された書類は返却しません。また、提出された書類の提出締め切り後の差替え、

再提出は認めません。 

(2) 仕様書等は、企画提案以外の目的に使用することは禁じます。 

(3) 企画提案に応募した企業名等は、公表する場合があります。 

(4) 応募資格を満たさない者の提出した書類又は虚偽の記載のあった書類は無効とし

ます。 


